
　今年６月の九州労働金庫通常総会で、

常務理事・熊本県本部長に選出された

赤塚さんは「急なことでしたので、打

診があったときは なんで私が　と戸

惑いもありましたが、高教組の役員を

長く経験していましたし、過去、労金

の非常勤理事や住宅生協の監事もして

いましたから、決心しました」。

　常務理事・熊本県本部長就任に伴い

６月末には高教組委員長を退任した。

　家族の皆さんの反応は？

　「高教組の委員長になったときは２

度目の専従でしたから、連れあいは、

もう学校現場には戻らない覚悟でしょ

う。でも働く人たちのための運動に専

念することが、あなたには似合ってい

るかもしれないね、と言われました」。

　赤塚さんは高校教師、専門は数学。

天草工業高校を振り出しに阿蘇高校、

蘇陽高校を経て第二高校へ。

　「組合活動は教員になって３年した

ら支部の執行委員に選ばれ、以後、転

勤のたびにそれぞれの高校支部の書記

長などを経験しました」。

　誠実な人柄と情熱が評価され、高教

組の専従役員として調査給対部長、副

委員長を歴任したあと、第二高校へ現

場復帰したが、昨年から高教組委員長

にカムバックしていた。

　豊富な組合活動から一転して福祉事

業体である九州労働金庫という福祉金

融機関への転身だが「私の任務は、会

員さんの利用を高めていくこと、地元

密着を推進すること、信頼される労金

としてコンプライアンス（法令遵守）

をやることですが、銀行法や生協法と

いった法律にもとづいて、財務局から

の指導もあり、いろんな制約も受ける

ようになっていますから、会員さんた

ちへの還元も新たな方策を検討してい

ます」

　「いずれにしても経営基盤を安定確

立させていくこと、過去に起きた不祥

事の反省の上にたって、二度と起こさ

ないという信頼確立に力を入れていき

たいと思っています」

　「それにしても就任して５か月余、

勉強することがいっぱいありますが、

同時に多くの会員さん、団体、行政な

ど、つき合いの場が広くなり、外に出

ることが増えました。来客も多いです

ね。でも会員さん訪問や県内支店訪問

をできるだけおこないたいと考えてい

ます。なんといっても会員さんとのコ

ミュニケーションを深めること、内部

的には職員相互の人間関係を密にして

働きやすい職場づくりを目指したいで

すね」

　九州労金に統合されて丸３年経つが、

生いたちも、歩んできた歴史も差異が

あった各県労働金庫をひとつにまとめ

て経営していくには、まだ時間を要す

る。100万都市を抱える福岡県本部と

他県では経営にも相違が生じている。

　人事面では県本部をこえた異動がス

タートしたが、友の会活動などはまだ

議論と検討の段階。真にひとつにまと

まるには10年はかかると言われている

が、九州労金も現在進行中といえる。

　「福岡県と同列視できませんが、ス

ケールメリットを発揮するためにも、

会員さんへの還元をどのようにしてい

くのか、統括本部でもいろいろと検討

中です。経営の安定化を図るためにも

労金利用、とりわけ高利子の消費者金

融利用から、働く仲間がつくった労金

の趣旨、目的を理解していただき、特

に若い世代の皆さんの利用を高めるこ

とが課題ですね。それだけに労金の生

いたちや歴史、預金や融資の利点など

会員組合さんで福祉活動として、また

消費者教育の面からの学習会が必要で

すし、私たちも積極的に取り組みたい

と考えています」　

九州労金熊本県本部長に就任されて5か月ですね
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信頼される労金に
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　2004年度南部ブロック労福協研究

集会は、「労福協が動く！地域が変わる！

～勤労者の福祉を確かなものに」をテ

ーマに、現在労福協で取り組んでいる

「労働組合と福祉事業団体との協力体

制の再構築にむけて」を具体化する立

場から、「クレ・サラ問題」、「年金問題」

などの今日的な関心事が取り上げられ

るとともに、労働金庫が取り組んでい

る「しあわせ創造運動について」、全

労済が取り組んでいる「保障設計運動

の展開について」の報告を主に、11

月４日から５日にかけて宮崎で開かれ

ました。

　問題提起として行われた【「カード

の魔術師」～落語で考えるクレ・サラ

問題】は、ひとりはバブル期の不動産

屋で働く、見栄を張ってかっこよく生

きようとするカード好きの青年、ひと

りは豆腐屋家業を手伝って堅実に生き

ている青年、同窓会での対照的な生き

方のこの二人の青年の出会いと、３年

後に再会したときの生活ぶりを、笑工

房の落語家の一人、桂三若氏が行いま

した。非常にリアル感に富んだ話しぶ

りでした。

　活動報告は、九州労金「しあわせ創

造運動について」は松井貴寛氏（九州

労金営業推進部課長代理）が、全労済

「保障設計運動の展開について」岡勝

行氏（全労済九州地方事業本部事業推

進部長）が行いました。それぞれの目

的は、厳しい経済状況の中で、「組合

員のゆとり・豊かさを追求するために、

可処分所得をいかに増やすか」という

ことになります。

　講演は「年金改革と今後の課題」を

テーマに、一橋大学教授の高山憲之氏

が行いました。その要点は、現在、年

金がどうなっているかの事実確認とし

て、厚生年金収支は実質上すでに赤字

に転落していること。厚生年金のバラ

ンスシートは巨額の債務超過になって

いること、平成10年度以降社会保険

料負担は公租公課の中では突出してい

ること（03年度29兆円）、国民年金

だけでなく厚生年金も空洞化が深く進

行していることを明らかにしました。

その上、先の臨時国会で成立した年金

改革法は、保険料を引き上げ、給付を

抑制し、国庫負担率引き上げのために

増税を実施するなど、まさに将来にわ

たる安心と信頼を損なうものであるこ

と。

　こうしたことから、年金制度への信

頼を取り戻すための方策として、今、

世界的な関心となっている「スウェー

デン方式」への切り換えが必要である

こと。このスウェーデン方式は「みな

し掛金建」といって、現在各個人が拠

出している年金掛け金を、個人毎に管

理・積み立てし（事業主負担を含む）、

その積み立てた額を、受給開始年齢か

ら20年間の分割で受け取るというよ

うに、保険料の拠出と給付が直接結び

ついている制度であり、さらに税金負

担の給付を「上に薄く、下に厚い」形

にあらためることが必要であると強調

されました。

　この研究集会に熊本からは、労金３

名、全労済１名、住宅生協１名、ユニ

オントラベル１名、連合１名、熊本地

区労福協１名、全勤旅１名、事務局２

名の11名が参加しました。

　本年度第１回目の地区労福協代表者

会議を、10月2日午後1時30分から、

7地区労福協が参加し、県労働会館で

行いました。

　意見交換事項として、

　①地区における税務研修会の開催に

ついては、今年度は城南ブロックで開

催することになりました。

　②地区労福協研究集会・研修会の開

催については、「ライフセミナー」「ク

レ・サラ問題」などをテーマに、来年

度各地区で開催する方向で検討するこ

ととなりました。

　③介護保険制度改定に向けた取り組

みについては、前年調査結果を各市町

村の介護保険担当者に送付するととも

に、わかりやすい介護保険料・利用料

の減免措置を求める取り組みを行うこ

ととなりました。

　④2005～2006年度労福協選考委

員会委員の地区労福協からの選出につ

いては、今後、各ブロック毎に相談す

ることとなりました。

　⑤各事業体からの要請は、労金（勤

労者互助会関係）・全労済（台風被害

関係）・住宅生協（各種リフォーム等）

から行われました。

　次回は2005年2月を予定しています。

第1回地区労福協代表者会議を開く
税務研修会を今年度は城南ブロックで開催

2004年度南部ブロック研究集会報告／梅木一美
クレ・サラ問題や年金改革と今後の課題を学ぶ

▲落語でクレ・サラ問題を勉強する

▲内容の濃い南部ブロックの研究集会
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■読売新聞の世論調査（10月実施）

によると、国民が政治に今望んで

いることは、景気回復がトップで

２位が年金などの社会保障政策、

３位が雇用問題だった。小泉内閣

が掲げる「郵政民営化」は11％と

低い順位だった。ちなみに朝日新

聞の世論調査ではわずか２％だっ

たとか。なのに、なぜ小泉首相は

郵政民営化に力を入れるのか？。

北海道大学の山口二郎教授は「郵

政公社の貯金、保険に集まってい

る430兆円もの国民の金を、銀行

が自分のところに集めたい、とい

うネライがあるから」と指摘する。

そういえば小泉首相のバックは銀

行資本がついているし、本人も当

選以来ずっと大蔵族と言われるよ

うに、スポンサーのために郵政民

営化を急いでいる。■しかし銀行

に対する信頼はバブル崩壊後失わ

れている。国民は現行の郵政制度

（郵便、貯金、保険の３大事業）

を信頼しているからこそ、民営化

を望む人が少ないのだ。しかも、

昨年４月に郵政公社としてスター

トしたが1997年の国会では十分議

論を尽くし、郵政公社への移行と

いう結論を出し、国民の合意を得

たのだから民営化する理由も合理

性もない。■郵便局は全国で

27,400局あり、山間へき地では郵

便事業だけでなく、役場業務の代

行、一人暮らしの高齢者への訪問、

災害時の情報提供など、福祉面で

の活動も担っている。民営化は過

疎地の郵便局の切り捨て、つまり

福祉の切り捨てにつながる。

04年度県労福祉協「税務研修会」開く

労組の会計税務の実務を勉強
岡本菊夫税理士がわかりやすく解説

▲あいさつする県労福協の赤塚副会長

▲わかりやすく講義する岡本菊夫税理士

　04年度熊本県労働者福祉協議会「税

務研修会」が、９月30日、九州労金熊

本県本部会議室で開かれ、労働組合な

どの財政担当の役員や職員など、約20

人が出席しました。

　県労福協の副会長を務める赤塚九州

労金県本部長があいさつした後、岡本

菊夫税理士が約１時間余、豊富な資料

や実際の書類などを使って、分かりや

すく税務の話をおこないました。

　以下、講義の内容をいくつかまとめ

てみました。

■労組は組合員が納入する組合費で運

営されているので非収益、いわゆる利

益を目的としていません。しかし、組

合が収益事業を営んでいる場合は、法

人税や消費税が課税されます。

■役員や職員へ給与・手当を支給する

労組には源泉徴収の義務が課せられ、

支給を受けた役職員は次の場合には確

定申告の義務が課せられます。

●給与所得（主たる給与所得）退職所

得の他に、その他の所得がある場合。

ア、20万円以下なら所得税の確定申告

　　は不要です。

イ、20万円超なら申告が必要です。

ウ、非専従役員が行動費、活動費、調

　　査研究費等の支給を受ける場合、

　　年間20万円を超える場合は所得税

　　の確定申告が必要になります。

■源泉所得税とは給与受給者（個人）

にかかる税金のことで、所得は収入か

ら経費を差し引いた利益のことですが、

給与受給者は経費65万円と自動的に決

まっていますので、それを控除したも

のが給与所得となります。

■主たる給与とは「給与所得者の扶養

控除等（異動）申告書」を提出してい

る人に支払う給与をいいます。非専従

の役員は企業や役所から主たる給与が

支給され、労組からは役員手当等が支

給されます。この役員手当等が従たる

給与となります。

■専従役員、非専従役員ともに行動費

や活動費、調査費などは給与所得とな

ります。会議・業務の都度支払われる

旅費、日当、手当等は実費支給は非課

税ですが、高額、実費外支給は給与所

得となります。（注．給与所得、非課

税の区分は『労組等の会計税務に係る

実務マニュアル04年度版・中央労福協

発行に記載）

■労組業務で欠勤し、賃金減額分を組

合が補填する場合は雑所得となり、減

額分を組合が会社（役所）に支払い、

減額分も含めて給与でもらう場合は給

与所得となります。

■労組は役職員への給与や手当、弁護

士への報酬、講師謝礼など、源泉徴収

の対象となりますので、源泉徴収義務

者となります。この義務を怠った義務

者にはペナルティーが課せられます。

未納の10％が追加税となりますので、

労組としても税制担当役員や職員はこ

うした税務に関する実務をマスターし

ておかなければなりません。

※ごく一部を紹介しましたが、県労福

協では各地区労福協でもこの「税務研

修会」を開催することを、代表者会議

で確認していますので、地区労福協で

開催されるときは、会計や財政担当者

は出席してください。

ほ　てん
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　普通「実りの秋」といわれますが、
今年は相次ぐ台風襲来に地震発生と、
自然の猛威が襲いました。被害に遭
われた方々に心からお見舞いを申し
上げます。
　さて、こうした時に大変喜ばれて
いるのが、ボランティア活動や物心
両面からの支援など、人と人、心と
心を結ぶ取り組みです。今、いつな
にが起こるかわからない、そんな状
況の中でお互いをつなぐネットワー
ク作りが必要といえます。「こんな
悩みがありますが、どこか相談でき
るところはありませんか」、その相
談するところさえわからず、なんの
伝もない人にとって、こんなところ
があれば…。労福協は今、こんなネ
ットワークを作りたいと検討中です。
知恵を貸して下さい。（Ｕ）

菊池地区労福協が菊池恵楓園を訪問
人権や差別の実態を学び合う
　菊池地区労働者福祉協議会（有田征

二会長）は、11月13日、退職者も含む

会員約40人が菊池恵楓園を訪れ、ハン

セン病や人権、差別の問題について、

恵楓園自治会の太田会長ら役員の皆さ

んから、いろんな話を聴き学びました。

　特に昨秋起きた宿泊拒否事件や、そ

の後の誹謗・中傷する手紙やファック

スが送られてきたことなど、今なお残

る人権侵害と差別の実態などが明らか

にされました。

　参加した皆さんも特に発言を求め、

感想や想い、差別をなくして人権を守

る闘いの必要性が訴えられました。

　太田自治会長は「ハンセン病元患者

の隔離と人権無視の差別は、明治から

平成８年まで国が先頭に立って国策と

してきた」「大学生の中にも在日韓国

人に対して韓国に戻れ、という認識し

かない。元患者、部落、女性、下請労

働者への差別の構造が依然としてある。

無関心と無知が差別を生み出す」と訴

えました。参加者はその後、園内に遺

る当時の監禁室、火葬場、納骨堂など

を見学して差別について学びました。

▲恵楓園の太田自治会長から、人権や差別の
問題を聴く菊池地区労福協の皆さん

今年もやります

■昨年同様、飲み放題

■期間
　2004年11月1日から
　2005年1月31日まで
■豪華賞品もご用意して
　います

生協法人

ユニオントラベル熊本
TEL 096-371-2022
FAX 096-363-2866

5,000（税込）
円 ポッキリ
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